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監査結果報告に対する措置通知報告について 

 

 

地方自治法第 199 条第 9 項の規定に基づく定期監査結果報告に対し、同条第 12 項の

規定により講じた措置の通知がありましたので、次のとおり報告します。 

 

記 

1 監査の種別 

定期監査 

（地方自治法第 199条第 1項、第 2項及び第 4項による監査） 

2 監査の対象部局 

健康福祉部 保健医療推進室 健康政策課 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

公平委員会事務局 

固定資産評価審査委員会書記局 

3 措置を講じた部局 

健康福祉部 保健医療推進室 健康政策課 

選挙管理委員会事務局 

農業委員会事務局 

4 監査の期間 

令和 2年(2020年) 1月 17日～令和 2年(2020年) 3月 25日 

5 監査結果提出日 

令和 2年(2020年)4月 14日 

6 措置の内容 

別紙令和 2年(2020年)4月 21日付け伊健保健第 250号、令和 2年(2020年)4月 20

日付け伊選管第 42 号、令和 2 年(2020 年)4 月 17 日付け伊農委第 18 号の回答文書の

とおりです。 





 

監査結果に対する措置について 

健康福祉部 保健医療推進室 健康政策課 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

1  収入事務について 

(1) 光熱水費実費弁償金の算定について 

伊丹市医師会事務所及び伊丹市医師会准看

護高等専修学校の電気代については、保健セン

ターの電気代を伊丹市と医師会との覚書によ

る負担率で按分し、光熱水費実費弁償金として

毎月収入しています。平成 31 年 4 月分から令

和元年 12月分までの電気代を確認したところ、

11 月分（計算期間が 10 月 1 日から 31 日）以降

の算定額が誤っていました。これは、計算式に

おいて、令和元年 10 月から変更された消費税

率 10％を正しく反映していないことによるも

のでした。税率等制度変更がある場合、自動計

算による事務処理については、誤りがないよう

特に注意する必要があります。 

再度確認の上、精算処理を行うとともに、今

後は算定額の誤りがないよう適切な事務を行

ってください。 

 

2  支出事務について 

(1) 単価契約による契約手続について 

乳幼児発達相談や乳幼児健診に係る理学療

法士等派遣委託、医師派遣委託及び警備委託の

業務については、単価契約の方法により、業務

終了後、委託先からの請求に基づき、年間に複

数回、委託料の支払を行っています。しかし、

この支払の根拠となる単価契約の決裁が作成

されておらず、単価の算定根拠が不明確な状態

でした。 

今後、単価契約を行う場合は、契約の単価や

 

指摘いただいた件については、速や

かに訂正し、精算処理を行いました。 

 関係法令改正時には細心の注意を

払いながら、今後は適正な事務処理を

行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やむを得ず随意契約となる案件に

ついては、決裁において単価契約に必

要な事項を明記するなど、単価の決定

プロセスがより明瞭となるよう事務

の改善に努めてまいります。 

 

 

 

 



 

監査結果に対する措置について 

健康福祉部 保健医療推進室 健康政策課 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

予定総支出額など単価契約に必要な事項を決

裁により明確にし、契約手続が適正なものとな

るようにしてください。 

 

 

 





監査結果に対する措置について 

選挙管理委員会事務局 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

1  支出事務について 

(1) 超過勤務手当の支給誤りについて 

選挙管理委員会事務局の平成 31 年 4 月から令

和元年 12 月までの超過勤務命令伺書 26 件を確認

したところ、超過勤務時間の計算誤りが 5 件、支

給区分の誤りが 1 件あり、いずれも精算が必要で

した。 

再度確認の上、精算処理を行ってください。  

 

 

 

 

超過勤務時間の計算誤り及び支給

区分の誤りについては、４月給与です

べて精算（追給・戻入）処理をいたし

ます。今後は、適切な処理を行ってま

いります。 

 

 

 

 

 

 





 

監査結果に対する措置について 

農業委員会事務局 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

1  支出事務について 

(1) 日当の支給誤りについて 

旅費の日当については、市職員等の旅費に関

する条例第 7条及び市職員等の旅費に関する条

例施行規則第 4 条に基づき、用務先の距離区分

に応じて同条例別表に規定される額が支給さ

れます。 

農業委員会事務局の平成 31 年 4 月から令和

元年 12 月までの旅行（出張）命令書を確認し

たところ、日当が支給されていないものが 1 件

ありました。 

再度確認の上、精算処理を行ってください。 

 

 

 

ご指摘の件につきましては、確認の

上、精算処理を行いました。 

今後は、基本となる点検体制を見直

し、内容の確認を徹底するよう努めて

参ります。 

 

 

 

 


